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１．漂流・漂着ゴミ対策重点海岸クリーンアップ事業
２．漂流・漂着ゴミ国内削減方策モデル調査（第２期）
３．災害等廃棄物処理事業費補助金

●近年、外国由来のものを含む漂
着ゴミによる被害が深刻化。
（海岸機能の低下、生態系を含む環
境・景観の悪化、漁業への被害）

●特に、外国起因のゴミが恒常的に
漂着する離島等、被害が甚大な地域
では、地元地方公共団体による対応
に限界。

漂流・漂着ゴミ対策重点海岸クリーンアップ事業

『漂流・漂着ゴミ対策重点海岸
クリーンアップ事業』
（平成２０年度第２次補正
予算額 ３億円）

重点海岸につき、国が緊急的にク
リーンアップ事業を実施し、漂着ゴ
ミを一掃。

●海洋の環境保全、優れた
自然の風景地の復元を通じ
て、 魅力ある地方の再生。

●環境保全・良好な景観の形
成を通じた観光産業等、地域
の活性化。

本事業のフロー

クリーンアップ事業の実施

漂着ゴミの発生源

地域経済活性化の必要性と効果

事業実施後のフォローアップ体制の検討

回収・処理の困難性

関係者の協力の確保

※本事業の重点海岸と併せて、「漂流・漂着ゴミ国内削減方策モデル
調査」のモデル地域としての応募も可能。その場合、モデル調査
を本事業後のフォローアップの一環として評価。

重点海岸の対象

重点海岸の募集（都道府県より募集）

事業実施後のフォローアップ（都道府県）
（漂着ゴミの回収・処理に関する体制の確立、及び実施状況の報告）

重点海岸の選定
（選定基準となる各要件の適合性を総合的に評価し、選定）

外国由来のゴミが大量に集積している海岸
（複数の都道府県からのゴミが大量に集積している海岸（優先
度は劣る））
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漂流・漂着ゴミ対策重点海岸クリーンアップ事業漂流・漂着ゴミ対策重点海岸クリーンアップ事業
対象海岸（１３県２５海岸）対象海岸（１３県２５海岸）

２）山形県酒田市（飛島西海岸）

１）秋田県由利本荘市（西目海岸）

３）山形県遊佐町（吹浦地区海岸）

４）新潟県佐渡市（素浜海岸）

５）新潟県胎内市（荒井浜海岸）

６）石川県輪島市（曽々木海岸～三つ子浜）

７）石川県加賀市（塩屋海岸～片野海岸）

８）和歌山県串本町（上浦海岸）

１１）島根県隠岐の島町（海幸の浜海岸）

１２）山口県下関市（牧崎地先海岸～田の尻地先海岸）
１３）山口県長門市（油谷小浜海岸～油谷大浜海岸）

１６）長崎県対馬市（棹崎海岸～井口浜）
１７）長崎県対馬市（佐保海岸～志多浦海岸）

９）鳥取県鳥取市（鳥取砂丘等）

１０）島根県松江市（小波海岸～沖泊湾岸）

２１）沖縄県石垣市（平野海岸）

２５）沖縄県多良間村（パイミッジ地先海岸～オール地先海岸）

２２）沖縄県宮古島市（池間島北海岸～狩俣北海岸）

２３）沖縄県座間味村（新田海岸～古座間味海岸）

２４）沖縄県久米島町（比屋定海岸）
２０）鹿児島県知名町（沖泊海岸）

１８）長崎県五島市（長崎鼻海岸～笠山崎海岸）

１９）長崎県小値賀町（柳漁港地先～斑漁港地先）

１５）佐賀県唐津市（高島海岸） １４）福岡県新宮町（相島海岸）

●近年、外国由来のものを含む漂着
ゴミによる被害が深刻化。
（海岸機能の低下、生態系を含む環

境・景観の悪化、漁業への被害）

●漂流・漂着ゴミの問題について、関
係者間の相互協力が可能な体制
作りを推進することが当面の施策
として最も有効。

漂流・漂着ゴミ国内削減方策モデル調査（第２期）

『漂流・漂着ゴミ国内削減
方策モデル調査（第２期）』
（平成２１～２２年度）

モデル地域につき、漂着ゴミに関
する詳細な調査、地域の関係者
による検討を実施。

①漂着ゴミの実態の把握
（量や発生源の推定）

②地域の実情に応じた漂着ゴミの
効率的かつ効果的な回収・処理
方法の確立

③地域の実情に応じた漂着ゴミ対策
のあり方の整理、地域の関係者
間の相互協力が可能な体制作り

本調査のフロー

漂着ゴミに関する詳細な調査、
及び検討の実施

モデルとしての妥当性

回収・処理の困難性

重点海岸の選定基準

モデルとしての妥当性

モデル地域の選定
（選定基準となる各要件の適合性を総合的に評価し、選定）

追加的な調査及び検討の
必要性と効果

関係者の協力の確保

モデル地域の募集（都道府県より募集）

追加的な調査、
及び検討の実施

※本調査と、「漂流・漂着ゴミ対策重点地域クリーンアップ事業」の重点海岸
と併せて応募する場合、同事業のフォローアップの一環として評価される。

新たなモデル地域
としての応募

重点海岸と併せた
応募

「第1期モデル地域」における
追加的調査及び検討の応募

重点的な対策の必要性

関係者の協力の確保

今後の漂流・漂着ゴミ対
策に関する展望

今後の漂流・漂着ゴミ
対策に関する展望

今後の漂流・漂着ゴミ対策
に関する展望



目 的 災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用に対する補助

発生原因 災害起因 災害に起因しない

対象事業

○災害のために実施した廃棄物の収集、運搬及び処分
○国内災害により海岸保全区域外の海岸に漂着した廃棄物（漂
着ごみ）の収集、運搬及び処分

○災害に伴って便槽に流入した汚水の収集、運搬及び処分
○仮設便所、集団避難所等から排出された、し尿の収集、運搬
及び処分（災害救助法に基づく避難所の開設期間内に限る）

海岸保全区域外の海岸に漂着した大量の廃棄物（漂着ごみ）の収集、
運搬、処分

補 助 先 市町村（一部事務組合）

要 件

指定市：事業費８０万円以上 市町村：事業費４０万円以上

○降雨：最大24時間雨量が80㎜以上によるもの
○暴風：最大風速(10分間の平均風速)15m/sec以上によるもの
○高潮：最大風速15m/sec以上の暴風によるもの 等

○1市町村(1一部事務組合)における処理量が150m3以上
○海岸保全区域以外の海岸への漂着
○通常の管理を著しく怠り、異常に堆積させたものは除く 等

補 助 率 １／２

災害等廃棄物処理事業費補助金


